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３．災害関連事業による直轄海岸の緊急的な防護機能確保 
 

＜直轄海岸災害関連緊急事業の創設＞新規 
 直轄で工事を実施している海岸において災害が発生し、被災箇所を復旧しただけでは隣

接する箇所で再度同様の災害が発生するおそれがある場合、隣接部においても緊急的に

改良工事を行い、一連の防護機能を確保する直轄海岸災害関連緊急事業を創設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．大規模な海岸漂着ゴミの緊急的な処理 
 

＜災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業の拡充＞新規 
 大規模な漂着ゴミは、海岸堤防・砂浜等の消波機能の低下、水門の防潮機能への障害

等、海岸保全施設の機能阻害の原因となることから、災害関連緊急大規模漂着流木等処

理対策事業の対象を拡充し、大規模な漂着ゴミを緊急的に処理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 一連の防護機能確保に 
より災害を未然防止 

※堤防が倒壊した場合の災害復

旧費の約２割で未然防止が可能 
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下新川海岸（富山県）洲崎海岸（宮城県）

大規模な漂着ゴミを含む流木等の堆積により消波機能が低下した海岸 

「流木」及び「大規模な漂着ゴミ」

により、消波工が目詰まり 

消波機能が発揮されず、

背後の人家へ越波被害 

越波 


